
市では、昭和60年度から　3　回にわたり行政改革大綱を
定め、行政全般にわたる改革を推進しており、財政健全
化の推進、組織機構や事務事業の見直しなどを主要推進
項目にあげ、改革を進めています。中でも、職員の定員
適正化では、平成17年度に普通会計職員（企業会計・特
別会計職員を除く。）を551人とし、平成16年度から24
人を削減しました。これを平成11年度と比べると59人の

削減となり、削減率は約9.7％となります。 
今号では、第　3　次土岐市行財政改革の平成17年度の実
施状況をお知らせするとともに「第　3　次土岐市行財政改
革」を引き継ぎ、本市の新たな行財政改革の中心となる
土岐市集中改革プラン（第　4　次土岐市行財政改革大綱）
を公表します。 




